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１．はじめに 

平成 27 年第１回徳之島町議会定例会の開会にあたり、町政に臨む所信を申し上げますと

ともに、平成 27 年度徳之島町一般会計予算案及び特別会計予算案、関連議案を提出し、町

議会の皆様並びに町民の皆様方のご理解とご協力を仰ぎたいと思います。 
 

１）昨年を振り返って 

基幹作物であるサトウキビにおいては、３期連続の不作から回復が見込まれておりまし

たが、大型台風襲来による被害等が予想以上に大きく、4 期連続不作という厳しい状況にあ

ります。そのような状況の中でも、生産者と関係機関の努力により収穫面積は拡大してお

り、唯一無二の災害に強い農作物という強みを発揮する支援策等が重要であります。 
一方、国においては奄美群島振興開発特別措置法の延長により、新設された交付金事業

で航空路・航路運賃等の低減が図られ、我々群島民の長年の要望が実現される運びとなり

ました。産業振興における大きな課題は、地元産品の輸送コスト高でありましたが、条件

付きながらも輸送コストの削減にも結びついております。 
防災無線戸別受信機の設置の推進、亀津新漁港で進めていた製氷施設が完成しました。

災害に強い町づくり並びに漁業振興に継続して取り組んでおります。 
また、「奄美・琉球」の世界自然遺産登録に向け、多くの住民が島の自然の豊かさと貴重

さを再認識する機会となっています。これら「島の『宝』を後世へ引き継いで行く」とい

う意識が、住民の間にも芽生えております。 
さらには、昨年の国会において地方創生法案が可決され、地域活性化へ向けた企画案を

自ら策定し、着実に実行する意欲が問われるようになりました。また、地方自治体、中で

も奄振法のある奄美群島の市町村は、大きな節目となる一年であったと感じております。 
 

２）今後の展望 

私は町長就任以来、「都会と地方では経済状況や産業構造も異なる。全国一律ではなく、

地方にはそれぞれの実情に応じた施策が必要である」と訴え、地域の実態を踏まえた上で

民を官が支えるための各種施策に取り組んでまいりました。 
つまり、我々が暮らす外海離島では産業育成、とりわけ起業において“物を売る”ため

の物流や宣伝に対するコストが大きな負担となり、商品価値では大差が無くとも単発的な

営業活動にならざるを得ず、販売競争に太刀打ちできない面がありました。 
そこで、取り組んで来たのが町総合食品加工センター「美農里館」の事業であります。

地元農家が生産した農作物の中でも、商品として出荷できない物を加工し 6 次産業化する

ことで農家収入の安定を目指し、地元産加工品も含めて島外での積極的な販売活動に努め

ております。これらの活動は、関東や関西の郷友会の皆様の協力で「徳之島フェア」等が

毎年開催されるようになり、徳之島産農作物をはじめ加工品も人気を博し、郷土出身ミュ

ージシャンなどアーティスト活躍の場ともなり、着実に成果を上げています。 
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農林水産業の振興において、農業の面では生産から販売まで手掛ける経営者マインドの

高揚が求められています。生産者であると同時に経営者として、消費者ニーズをつかむ物

作りが必要になっています。今後は特に、新規就農者を積極的に支援し、農業にチャレン

ジする若手農家を育成する所存です。 
畜産では、TMR センターの活用による飼料自給率の向上を推進します。地元で粗飼料を

安く生産することは、畜産農家の負担を大幅に減らし経営の安定化につながります。TMR
センターを本格的に稼働させることで、コスト削減につなげ畜産振興を図ります。 

漁業では、漁業経営者の連携強化を進めます。漁業者は個々の経営者として独立心が高

く、それぞれが販売網を持つなどしておりますが、漁業従事者が一体となった販売力など

には課題が残ります。漁業関係者の連携拡大によって商品供給のすそ野を広げ、農業との

連携による販売網を構築することで、両産業の振興に結び付けます。 
医療と福祉の充実においては、これまでの取り組みが成果を上げております。平成 27 年

度も引き続き、医療及び福祉サービスの充実を継続し生活環境の向上に努めます。 
教育面では、「まちづくりは人づくりから」という基本理念に立ち、個性を尊重する教育

を推進します。教育度の高い町の実現が、暮らしやすい町づくりにつながるはずです。 
さて、本町では平成 22 年に農林水産省の古賀徹氏を副町長として招へい以来、平成 25

年には現副町長の香山泰久氏を迎え、継続して農林水産省出身者としての経験とパイプを

生かし町政発展に精励して頂いております。この取り組みは、地方創生の実現に向けて国

が提案している、各省庁の幹部等を地方へ派遣する事業を先取りしたとも言えます。庁内

の人材育成にもつながっており、今後も遺憾無く力を発揮して欲しいと考えております。 
ところで、本町教育委員会が毎年正月の成人式に実施している「新成人アンケート」の

集計結果が地元紙などで報道されました。回答者 101 人の 93.1％に当たる 94 人が「徳之島

に生まれたことを誇りに思う」と答え、半数を超える 56.4％の 57 人が「将来は徳之島に住

みたい」と回答しました。 
そのような若者の郷土愛にも応えられるよう、農林水産業の振興、医療と福祉の充実、

教育の推進の３点を町政運営の３本柱として推進し、５年後、10 年後を見据えた、徳之島

町版“しごと・ひと・まち創生”による町の発展を目指します。次に、平成 26 年度の事業

実績並びに平成 27 年度の事業施策をご説明申し上げます。 
 

２．平成 26年度事業実績及び平成 27年度事業施策 

１）町づくり全般について 

〈安全な地域づくり〉 

平成 26年度は、徳之島町地域防災計画の見直しに取り組みました。地域防災計画は町民

の生命と身体及び財産を災害等から守るため、防災に関する業務や対策等を定めたもので、

警察と消防、自衛隊等の防災関係機関、電気やガス、電話等のライフライン企業の役割も

記載するとともに、他の自治体との連携と協力による防災体制確立を推進します。 
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町内全域は、海抜３～５ｍの低地が多いことから、地震や津波、台風などの災害への対

処方法を検討し、物資等の備蓄体制を確立するなど、２次災害に対応できるよう自主防災

組織の育成強化及び防災組織の普及を図り、防災意識の向上と災害に強い町づくりを目指

します。戸別受信機に関しては、未設置世帯解消を目的に防災無線戸別受信機の設置を進

めたことで、災害等の情報を迅速かつ確実に住民へ伝達することが可能となりました。 

平成 27年度も災害に強いまちづくりの推進のため、防災行政無線の戸別受信機の設置を

進めるとともに、迅速かつ確実な情報提供を図るなど、情報伝達手段の充実・強化に努め

ます。自らの身の安全は自らが守るという基本的な考えのもとに、防災訓練の実施などを

通じ、関係機関と相互に連携しながら総合的な防災体制の確立、自主防災組織の育成強化

及び防災知識普及に努めます。 

防火設備の整備により、あらゆる災害に備え、資機材や消火栓等の整備を計画的に進め

ていくとともに、関係機関との相互協力による消防救急体制を強化します。徳之島地区消

防組合及び消防団との緊密な連携の下、災害時における万全の体制を構築します。 

高齢者や子供が安心して暮らせる交通事故のない町を目指し、交通実態に即した交通安

全施策の推進や街頭指導の強化を行います。地域や学校、警察など関係機関と連携し、交

通安全意識を啓発するとともに、災害共済制度への加入促進、通学路や生活道路における

歩行者等の安全な通行を確保してまいります。 

犯罪のない安全・安心で明るく住みよい地域社会づくりのため、警察署、防犯協会並び

に自主防犯ボランテｲア団体等とも緊密な連携を図りながら、防犯意識の普及活動に取り組

み、各地区への防犯灯設置補助や犯罪防止及び青少年の健全育成に努めます。近年、凶悪

事件が頻繁に発生しており、従来にも増して、関係機関と連携しながら、犯罪のない安全・

安心で明るく住みよい地域社会を目指します。 

 

〈暮らしやすい環境づくり〉 

平成 26 年度は、合併処理浄化槽設置整備事業、犬及び猫の不妊・去勢手術費助成事業、

TNR 事業を実施しました。 
合併処理浄化槽の普及推進のため、合併処理浄化槽設置者に対し補助金交付要綱に基づ

き補助金の支給を実施し、5 人槽 25 基、7 人槽 1 基、10 人槽 2 基を設置しました。 
犬及び猫の不妊・去勢手術は、希少動物がノイヌ・ノネコに捕食されている実態から、

世界自然遺産登録に向けた対策の一環として取り組むものです。飼い犬・飼い猫を対象に、

犬一頭 5,000 円、猫一頭 3,000 円の不妊去勢手術費の一部助成を実施し、今年度は、犬 14
頭、猫 14 頭の計 28 頭分を助成しました。 
さらに、猫による希少野生生物の捕食を防止するために、公益財団法人どうぶつ基金の

協力を得て、約 1,000 頭の猫の不妊・去勢手術を実施しました。 
平成 27 年度も、合併処理浄化槽設置整備事業、犬及び猫の不妊・去勢手術費助成事業、

TNR 事業に継続して取り組みます。 
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合併処理浄化槽設置整備事業では、5 人槽 60 基、7 人槽 3 基、10 人槽 7 基の設置を計画

しています。公共用水域の環境保全に向け、合併処理浄化槽の普及を推進します。 
犬及び猫の不妊・去勢手術費助成事業では、犬及び猫の飼い主に対し助成要綱に基づき

不妊・去勢手術費用の一部を助成し、ノイヌ・ノネコによる希少動物の捕食防止やノイヌ・

ノネコ増殖の抑制につなげていきます。 
TNR 事業では、公益財団法人どうぶつ基金の協力を得て、引き続き猫の無料不妊手術を

行います。希少野生生物の保護と捕食防止のため、猫の TNR 事業を関係機関との連携で進

めます。 
 

〈住環境の整備〉 

平成 26 年度の公営住宅整備では、平成 26 年度社会資本整備総合交付金（基幹事業）の

活用により、山団地平屋建１棟１戸建替事業による山団地新築工事を行い、本体建築・電

気設備・機械設備・屋外附帯工事を施工しました。完成日は、平成 27年３月末日を見込ん

でいます。 

同事業は、平成 22－26年度の５カ年を計画期間とする、鹿児島県住宅・住環境整備計画

の示す山団地について、現在策定されている徳之島町公営住宅等長寿命化計画に基づく内

千川住宅の非現地建替で、平成 26 年度に建替事業を実施し完了しました。平成 13 年度に

解体除去した奄美振興住宅の兼久田住宅跡地の有効活用で、子育て世帯限定入居により地

域活性化と定住促進につなげます。 

住宅リフォーム助成事業として、平成 26年度社会資本整備総合交付金（効果促進事業）

の活用により、民間住宅６件のリフォームに対して、対象工事費の 15％又は限度額 24万円

の補助金を充当しました。民間住宅のリフォーム工事に対するリフォーム資金として助成

することにより、住宅の長寿命化、質の向上、地域経済の活性化につながりました。 

平成 27 年度から、公営住宅整備事業で社会資本整備総合交付金（基幹事業）を活用し、

安住寺団地木造平屋建８棟 16戸の建替事業を実施します。工事内容は、安住寺団地新築工

事（設計監理・建築本体・電気設備・機械設備・屋外附帯施設・外構工事）です。 

平成 27－31 年度の５カ年を計画期間とする、鹿児島県住宅・住環境整備計画で示してい

る安住寺団地については、現在策定されている徳之島町公営住宅等長寿命化計画に基づき、

安住寺住宅の非現地建替で、亀津白久地区に高齢者等に配慮した設計仕様で安否確認の見

守り機能等を有する住宅（シルバーハウジング）を整備します。 

現在、町内で不足している、高齢者等が地域で自立した生活をできるよう支援する住宅

や医療施設等から退院の受け皿となる安全な住宅を、高齢者等に配慮した設計仕様と安否

確認の見守り機能等を有するシルバーハウジングとして整備することで、高齢者や障がい

者の方々が安全・快適に生活できる住宅の確保及び住環境の向上を実現します。 

平成 27年度も社会資本整備総合交付金（提案事業）の活用により、住宅リフォーム助成

事業を継続し、民間住宅のリフォーム資金を助成します。この民間住宅リフォーム工事に
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対する費用の一部補助によって、住宅の長寿命化と質向上、地域経済の活性化、雇用の安

定につなげます。 

 

〈交通インフラの整備〉 

平成 26 年度の道路整備では、社会資本整備総合交付金事業により、亀津 19 号線改良委

託設計費に２千万円、橋梁修繕事業費５千万円、井之川及び亀津地区の舗装補修工事費５

千万円を計上し、事業を実施しました。 

道路整備及び道路改良により、自動車と自転車、歩行者等の通行が円滑化され、安全も

確保されました。また、台風や津波などの災害発生時でも、町民が円滑に避難できるよう

道路の改良や維持管理を行い、市街地にある通行量の多い重要橋梁の延命処置や主要路線

の安全性確保を実現しました。 

亀津 19号線は、今年度建設中の亀津中学校及び下水道管路工事が一体となる道路の詳細

設計を終えました。橋梁修繕工事については、新里橋及び第二丹向橋の詳細設計が完了し

ました。また、亀津中央線・井之川中央線・井之川Ａ幹線の舗装補修工事を施工し、これ

らの事業により、歩行者、シニアカー、自転車の通行の円滑化及び交通の安全確保が図ら

れました。 

平成 27年度は、社会資本整備総合交付金事業の活用により、亀津 19号線改良委託設計、

橋梁修繕事業、亀徳・花徳地区の舗装補修工事、ゾーン 30整備事業を実施します。 

これらの道路や橋梁の整備により、自動車と自転車、歩行者等の通行の円滑化と安全を

確保し、舗装修繕や道路改良で道路ネットワークの形成を図るとともに、安全性と利便性、

快適性を高めます。市街地にあり、通行量が多い重要な橋梁については、延命処置や主要

路線の安全性の確保を推進します。 

 

〈安心安全な水道水の供給〉 

現在、行っている事業は、母間地区、花徳地区、轟木地区、山地区、金見地区、手々地

区、南部地区の７つの簡易水道と、畦地区、旭ヶ丘地区の２つの飲料水供給施設を統合し、

計画給水人口 3,234人、１日当たりの計画給水量 1,100Ｌで計画された、簡易水道事業統合

計画の対象となっている新設簡易水道事業です。 

また、近年、本町の水道施設は、水源周辺の環境悪化等によって、降雨時の赤土流出に

よる原水の濁度上昇という水質悪化を来し、既存の緩速ろ過設備では対応が難しい状況に

なっています。さらに、花徳第１浄水場系統の花徳第１水源については、枯渇により渇水

期間中には計画水量が十分に得られない状況にあります。 

そこで、平成 26 年度は、総事業費５億円で、母間浄水場（急速ろ過機、配水池）、轟木

浄水場（着水井・原水槽、前処理機、急速ろ過機、薬注室・電気室、配水池）、連絡配水管

（轟木→花徳）、南部浄水場（配水池、配水管）、花徳浄水場（薬注室・電気室）を整備し

ました。 
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さらに、平成 27 年度も総事業費５億円を計上し、花徳浄水場（着水井・原水槽、前処理

機、急速ろ過機）、山浄水場（着水井・原水槽、前処理機、急速ろ過機、薬注室・電気室）、

金見浄水場（配水池）、手々浄水場（小型浄水装置、配水池、薬注室・電気室）を整備しま

す。 

この事業の実施により、安心安全な水道水の供給を図るとともに、遠隔監視システムを

充実させることにより、施設の有機的一体化と事業経営及び管理一元化を図ります。 

 

〈下水道整備による河川の水質保全〉 

公共下水道事業では、平成 26年度、徳之島の中心市街地である亀津地区の都市機能の拡

充と生活環境の改善、河川・海域の水質保全を目的に社会資本整備総合交付金事業を導入

し、徳之島町公共下水道事業管路築造工事事業費 6,605 万円、長寿命化データベース策定

業務委託事業費 1,707 万 8 千円、可搬式発電機購入事業費 742 万円、排水設備接続費補助

事業費 900万円を計上しました。 

事業実施により、亀津中学校を含む周辺区域の下水道使用開始が可能となりました。 

また、長寿命化データベースについては策定業務委託により、今まで整備した管路及び

浄化センターの電子台帳が整い、今後の維持管理計画・維持管理手法の構築や施設更新の

時期、費用についての計画が定められました。 

さらに、可搬式発電機購入により、台風や地震、津波等の自然災害等による停電時にも、

新たに設置したマンホールポンプの下水道機能を確保できるようになりました。また、排

水設備の接続支援を活用した接続工事に 20件程度の申し込みがあり、下水道接続への個人

負担の軽減と接続率向上に寄与することができました。 

平成 27年度も社会資本整備総合交付金事業を活用し、徳之島町公共下水道事業管路築造

工事事業費 1,500 万円、排水設備接続費補助事業費 500万円を計上します。 

これらの事業により、亀津中学校武道館の改築工事に伴う中学校周辺区域の管路工事を

施工します。供用開始区域内においては、住民への排水設備接続支援を周知徹底し、さら

なる接続率の向上に取り組みます。その接続率向上が図られることによって、側溝から出

る悪臭の解消、河川と海域の水質保全等に下水道整備の効果が発揮されます。 

 

〈集落の自立支援と活性化〉 

平成 26年度は、住民の生活拠点である集落の自立促進及び活性化を目的に、過疎集落等

自立再生対策事業を南区自治会、母間校区振興会、金見集落が導入実施しました。 

南区自治会は、「ワレンからウイムンまでムール元気になる集楽活動事業」と命名し、「伝

統文化を大事にしながら継承して思いやりと文化を育む集落」「毎年襲来する台風等の自然

災害に備えた安心安全な生活ができる集落」「世界自然遺産登録に備え花いっぱい咲かせ、

来る人の癒しの集落」など、５項目を目標に取り組みました。 

同事業では、「文化の伝承・保存」「防災・防犯」「環境美化」「産業振興」「ふれあい」の
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５事業を柱に、今まで以上に集落活動を展開することができ、集落が目指す「子供から高

齢者までが協働し、みんなが元気で、楽しく、安心安全な自治会へと発展することで、誰

もが住んでよかったと思える『集楽』づくり」へ着実に進展することができました。 

金見集落は「コーニィンヤマ整備事業」と称し、「水神様」として奉られている「コーニ

ィンヤマ」一帯を整備し、聖地として再び甦らせたことにより、郷土の文化継承のシンボ

ルとなり、高齢者のコミュニティサロンや防災施設を備えた公園として、地区民の心のよ

りどころ作りに取り組みました。 

本事業の完成によって、以前にも増して地域の連帯感がさらに強固なものとなり、集落

が目指している「３世代が地域で共に生活することによって絆が深まり地域全体で青少年

の育成ができる集落づくり」へと大きく前進することができました。 

母間校区振興会は「母間校区自立再生対策事業」として、鳥獣被害対策の防護ネットや

支柱設置を行う農家を助成しました。また、緊急避難路改良整備や、災害時の食糧と資材

の確保を行い、校区民一体となった防災訓練を実施。さらには、毎年恒例の夏祭りなどの

イベントと連携し、伝統芸能の継承や幅広い世代間の交流を目指しました。 

これらの「産業振興事業」「防犯・防災対策」「交流促進・伝統文化の継承」の３事業を

実施したことで地域課題の解決につながり、地域に活気があふれ、集落が目指す「農業振

興や伝統文化継承、祭りイベント開催による活力のある集落」「世代間交流が、活発な元気

な集落」「若者が U・Iターンにより定住しやすい集落」へ確実に近づきました。 

 

〈人にやさしい町づくり〉 

再生可能エネルギーの普及を目的に、平成 26～28年度にかけて公共施設再生可能エネル

ギー等導入推進事業を実施します。 

平成 27 年度は平成 26 年度からの繰越分として、亀津中学校と亀徳小学校、尾母小中学

校、町保健センター及び美農里館の３校と２施設を対象に、20kwhの太陽光発電システムと

15kwhの蓄電池システムを整備します。 

さらに、平成 27 年度当初分としては、神之嶺小学校と母間小学校、山中学校の 3校を対

象に 20kwh太陽光発電システムと 15kw蓄電池システム整備を計画しています。県が実施す

る「鹿児島県再生可能エネルギー等導入推進基金事業」（グリーンニューディール基金事業）

を活用し、町内の防災拠点を担う公共施設へ再生可能エネルギーを導入することにより、

災害に強く環境負荷の小さい地域づくりを推進します。  

本事業実施により、防災拠点等における電力供給の多様化による防災能力の向上、再生

可能エネルギー等の普及率の向上、二酸化炭素の排出削減に寄与することが期待されます。 

近年、消費者に対するトラブルは、悪質かつ巧妙化しています。町としましては、消費

者被害防止の対策として、鹿児島県消費者行政活性化基金事業を活用し、啓発用の資料を

作成し、毎年、町民の皆さまに配布することで被害の未然防止を図っています。 

来年度以降も消費者の安全と安心を確保するため、皆さまへの支援を継続して行い、消
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費者行政の機能を強化していきます。 

 

２）農林水産業及び産業振興 

〈農林水産業の事業実績〉 

平成 26 年度は、主な事業として離島漁業再生支援事業、鳥獣被害対策事業、松くい虫伐

倒駆除事業の 3 事業を実施しました。 
離島漁業再生事業、サンゴ礁保全対策事業等において、サンゴ礁の保全対策を講じると

ともに漁場環境と水産資源確保を図るため、スジアラの放流、サメとオニヒトデを駆除し、

お魚祭りや学校での魚食体験を実施することで、水産物の消費拡大を図り漁家の所得安定

につなげることができました。 
さらに、本年度は近年の漁業者の操業形態の変化と老朽化した製氷施設に対処し、新た

な製氷貯氷施設を整備することができ、既設の設備とともに、今後の漁家の省力化に期待

が持てるようになりました。 
鳥獣被害対策事業は、鳥獣、特にイノシシによる農作物被害の低減を図ることを目的に、

高さと強度のある金網柵を広域に設置し、農作物の生産量の安定に努めました。 
マツノマダラカミキリ、マツノザイセンチュウ、松くい虫等の蔓延や倒木による被害を

防止することを目的に、松くい虫伐倒駆除事業を活用し、マツノマダラカミキリ、マツノ

ザイセンチュウ侵入による、赤く枯損した松の伐採、薬剤処理を実施し地域の森林をはじ

め、自然環境の回復と維持保全を促進しつつ、害虫防除のための伐採や薬剤処理を実施し、

被害の拡大などを未然に防止することができました。 
農業全般では、奄美群島農林水産物輸送コスト支援事業により、県本土への出荷輸送費

の一部助成により流通条件の不利性を軽減し、流通コストの低減を図ることができました。 
サトウキビについては、生産推進とともに、「さとうきび増産基金」等により生産面積の

回復が期待できるものとなりました。 
畜産に関しては、肉用牛が依然として高値で安定している中、生産コストの低減と粗飼

料確保作業の労力軽減を図りつつ自給飼料生産体制を構築するため、ＴＭＲセンターを中

心に推進することができました。 
園芸作物については、花き、バレイショ、亜熱帯果樹等、気候の特色を活かした作物の

振興を図り、地域ブランドの定着化に努めることによって、農家経営の安定を図ることが

できました。特に、首都圏で開催される徳之島の観光・物産フェアへの赤土バレイショ販

売促進は、春の先取りとして、今後も農家所得の向上を後押しすることが期待できるもの

となりました。 
 

〈農林水産業のさらなる振興〉 

平成 27 年度は、さとうきび農業機械等リース支援事業及び増産基金事業、農業創出緊急

支援事業、離島漁業再生支援事業、鳥獣被害対策事業及び松くい虫伐倒駆除事業の５つの
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事業を主体に生産者の基盤と体力を強化し、農林水産業の振興につなげます。 
本町の基幹作物であるサトウキビについては、引き続き増産基金等の活用による生産量

回復の強化と持続を最優先に進め、ハーベスタ等機械施設整備の導入支援による省力化を

推進し、農家の所得向上と経営の安定を図ります。 
畜産については、畜産振興の重要施設として、ＴＭＲセンターを位置づけ、これを中心

に自給飼料生産体制の構築に取り組み、生産コスト低減と粗飼料確保作業の労力軽減を推

進し、畜産農家の経営安定と経営基盤の強化につなげます。 
園芸作物については、収益性の高い園芸品目を中心とした産地の振興を図るため、輸送

野菜ではバレイショ、花きではグラジオラス、果樹ではタンカンなどを推奨し、生産安定

による農家所得の向上を目指します。中でも平成 27 年度は、災害に強い施設等の整備によ

って、マンゴーハウスをはじめ共同利用施設や機械を整備し、付加価値の高い農業生産を

支援します。 
林務関係に関しては、引き続きイノシシ等による農作物被害への対策として、鳥獣被害

対策事業を実施。森林等環境の保全対策としては、松くい虫伐倒駆除事業等の伐倒、薬剤

処理により倒木等による被害を未然に防ぐなどで環境の維持保全を図ります。 
水産については、平成 26 年度整備した、製氷貯氷施設の本格稼働と合わせこれまで漸次

整備されてきた施設により、近年の漁業者の操業変化に対応する条件が整いつつあること

から、施設活用による漁家の省力化を推進します。また、平成 26 年度に実施した離島漁業

再生事業、サンゴ礁保全対策事業を継続し、漁場環境と水産資源の確保、イベント等によ

る積極的な水産物の消費拡大などで、漁家の所得安定に努めます。 
 

〈農業基盤整備〉 

平成 26 年度は、畑地帯総合整備（担い手支援型）事業により、第一母志、第一花徳、第

二下久志、第一南亀、第二尾母１期、第二尾母２期、徳之島北部の７地区で土層改良と畑

地かんがいを進め、多面的機能推進事業は、町内 10 地区で実施しました。 
これらの事業により、天候に左右されない営農、水利用による収益性の高い作物の導入

が可能な営農の展開が図られるなど、畑作物の生産性の大幅な改善が期待されます。 
平成 27 年度の土層改良と畑地かんがい事業は、上記７地区に第二南亀地区を加えた８地

区で進めます。また、多面的機能推進事業は 11 地区で実施します。 
新たに、農業水利施設保全対策事業を活用し、神嶺ダム施設保全対策事業を第一神嶺地

区で行います。 
土層改良と畑かん事業により、基幹作物のサトウキビの生産性が安定可能となるととも

に次世代につなげる豊かな農業を確立し、畑かんを活かすことで多品目を導入し積極的な

施設園芸の振興を目指します。多面的機能推進事業で集落を支える体制を強化し、農地や

農業用施設の保全管理と保全向上に努めます。 
神嶺ダムは、本体完了後 34 年が経過しており、老朽化によるダム施設・設備の突発的な
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故障が多発傾向にあり、施設の維持管理及び安定した農業用水の供給に支障を来すなど、

営農及び農業振興に支障を及ぼしている現状から、施設や設備の更新を行います。 
 

〈新たな産業の振興〉 

産業の振興では平成 26 年度、地域経済循環創造事業を導入し、「地産地消ゆたぁ～くな

りゅん事業」を実施しました。地元産の農作物を利用した焼き菓子等の特産品製造と販売

を行うため、加工場を新設し６次産業化を推進、ICT を用いた観光振興のためのプロモー

ション活動に取り組みました。 
現在、島内で販売されているお菓子などのお土産品は、島外から原料を仕入れ製造して

いるための輸送コストの高さが課題となっています。 
一方、本事業では、島内で生産される農作物等のうち、傷などで規格外となり廃棄され

るものを農家から買い入れ、原料として活用するため、廃棄予定の生産物が新たな収入源

になります。さらに、原料の輸送コストが抑制され、新たな特産品の開発及び雇用も期待

できます。 
加工場の新設により、新たな特産品の開発に取り組めるとともに、新たな雇用も創出さ

れるものと見込まれます。事業開始後は、加工場で４名（製造３名、管理・販売１名）の

新規雇用を予定しており、製造量によっては増員が見込まれます。 
ICT を用いた観光振興では、WiFi スポットを空港や港等に設置、観光アプリの整備、島

の情報発信サイトの構築及び闘牛チャンネルを整備し、インターネットでの特産品の販売

も行います。 
観光アプリ・闘牛チャンネル等の ICT を活用した徳之島の観光ＰＲにより、特産品の島

外への販路拡大と観光客の誘致が図られ、農業と観光の振興という両面の推進が期待され

ます。また、ICT 分野において人材の育成、誘致活動を積極的に推進していきたいと考え

ております。 
 

〈奄美を俯瞰（ふかん）する特産品開発と観光振興〉 

特産品開発と観光振興におきましては、 “徳之島らしさ”を発揮することで奄美群島内

での差別化を図るとともに、島外や県外から徳之島を含む奄美を俯瞰する視点が必要です。

つまり、観光客のニーズはもちろん、郷友会や島外在住の出身者の皆様が求めているもの

を客観的にとらえ、効果的に商品開発や販売を促進し、誘客を高めることが重要です。 
徳之島町総合食品加工センター「美農里館」では、地元農産物を活用した高付加価値特

産品の開発と製造、島外への販路開拓に取り組んでいます。 
現在販売している、レトルトカレー５種類、ジャム３種類、ジェラート・シャーベット

６種類、サトウキビの搾汁液を使った糖蜜１種類、清涼飲料水１種類の美農里館商品の島

外への販路を開拓し、ジャガイモ、ニンジン、タンカンなどの規格外の物をつかった新た

な商品開発も進めます。規格外の農産物を有効活用することにより、農家収入の向上及び
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雇用促進が期待できます。 
観光振興では、観光情報の発信とエコツーリズムの推進、滞在型観光コンテンツの拡充

と宿泊客数の調査に継続して取り組んでいます。 
エコツーリズム推進に関しては、エコツアーガイドの育成が急務であります。現時点の

本町の徳之島エコツアーガイド登録申請者は 7 名です。エコツアーガイド初期段階育成事

業は、平成 26 年度に全 5 回実施し、平成 27 年度も継続予定です。 
「奄美・琉球」の世界自然遺産登録に向けて地域の機運を高め、受け入れ態勢を充実さ

せるためにも、エコツーリズムの推進がキーポイントとなります。「地域の宝を守り・伝え・

興す」というエコツーリズムの理念は、世界自然遺産登録を見据えた環境保全及び地域振

興の両立という目標に合致するものであり、地域資源をさらなる観光振興につなげるため、

エコツーリズム推進活動及びエコツアーガイド育成に取り組みます。 
滞在型観光コンテンツとして実施している「あまみシマ博覧会」は、回数を重ねるごと

に徳之島プログラムへの参加者が増えています。2014 年冬（2 月 1 日～3 月 19 日）は、徳

之島全体 16 プログラムで 79 名が参加。2014 年夏（7 月 19 日～9 月 7 日）は、同 11 プロ

グラムで 98 名。2015 年冬（2 月 1 日～3 月 31 日）は、同 16 プログラムを開催中であり、

長期間の滞在による経済的な波及効果を高めるとともに、プログラム実施者である住民と

の接点を作ることにより、観光産業の裾野を広げることにつながります。 
入込客数では把握できない観光客数やビジネス客数の実数を把握し、今後のニーズ調査

などに活用するため、町内宿泊施設の宿泊客数を調査しています。平成 26 年の町内宿泊客

数は回答施設の合計で約 4 万３千名でした。引き続き、観光客やビジネス客のニーズに合

わせたサービスの提供や商品開発の基盤となるよう、宿泊客数の調査に取り組みます。 
観光情報は、主にインターネット媒体を通じて発信しております。徳之島町地域営業課

公式 facebook ページや全国観るなび等に随時、観光情報の更新と登録をしており、来年度

開催される国民文化祭に関する情報も発信します。徳之島並びに本町の魅力をより多くの

方に認知して頂き、全国各地にいる郷土出身者に故郷の現況を伝える手段として活用する

とともに、情報発信に伴う来訪者の増加や閲覧者の増加を目指します。 
 

３）医療と福祉の充実 
〈健康に暮らせる町づくり〉 

医療においては、島内 3 町共通の課題であった産婦人科医の確保については、3 町でつく

る「徳之島の将来の医療・福祉を考える会」が平成 25 年度から、鹿児島県や鹿児島大学、

鹿児島市立病院に協力を要請し、支援金制度を設けるなど医師確保に努めた結果、平成 26
年 4 月より 2 名の産婦人科の医師が常駐することになり、里帰り出産が可能になりました。 
また、平成 26 年度は新たな支援金制度を設けるなど、医師確保に継続して取り組んでき

ました。これからも島内で安心・安全に出産できる環境作りに努めます。 
国民健康保険事業は、特定健康診査の受診率向上と健診後の特定保健指導の実施により、
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脳卒中をはじめとする生活習慣病の予防対策と住民の健康意識高揚に取り組み、健康の保

持増進と国保医療費の適正化を図り国保財政の健全化を進めてきました。 
健康増進事業により、各種がん検診等健康診査及び、健康教育や健康教室を実施してい

ます。各種健診や健康教育等を実施することで疾病の早期発見・治療に結びつけるととも

に、町民が健康な生活習慣の重要性に対する関心や理解を深め、生涯にわたり自らの健康

状態の自覚と増進に努められるきっかけづくりに取り組むと同時に、町民が各種健診を受

診しやすい体制を整えています。また、健診後のフォローや健康教室等により、町民が自

主的に心と体の健康づくりに取り組めるように支援し健康寿命の延伸につなげることで、

QOL（生活の質）の向上が期待できます。 
歯科保健事業では、80 歳まで自分の歯を 20 本以上保つことを目的とする「8020 運動」

を推進し、乳幼児期からの生涯を通じた歯科疾患の予防、口腔機能の獲得・保持等により、

心身ともに健やかで心豊かな生活ができるよう取り組んでいます。高齢化が進む中で将来

を見据え、乳幼児期からの生涯を通した歯科疾患の予防、口腔機能の獲得と保持等により、

全ての町民が心身ともに健やかで心豊かな生活ができるよう努めます。 
予防接種事業により、病気に対する抵抗力（免疫）をつけ、感染症の発生を予防し症状

を軽くし健康増進を図ることを目的とした子供の予防接種、65 歳以上インフルエンザワク

チンと高齢者肺炎球菌への助成しております。移行抗体低下前の生後 2 か月より、ヒブ・

肺炎球菌ワクチンの接種ができることで細菌性髄膜炎が減少し、肺炎による入院、中耳炎

の鼓膜切開も激減しています。 
予防接種の接種率が県内でも低いため、接種率向上に向けた電話、個別通知や各種健診

での接種勧奨及び、未接種要因の分析や接種しやすい環境を検討し、受診率の向上を図り

感染症や後遺症の発生を抑制するよう努めます。 
後期高齢者医療については、医療保険制度により適切な医療の給付を行い高齢者の福祉

の増進を図っています。「長寿健診」は、開催地区や日時を見直した結果、受診者数が増加

し、「健
けん

幸
こう

教室」では、参加者の実情に合わせた生活習慣病予防対策や健康保持情報の提供

を行いました。「いきいき教室」は、有資格者から筋
きん

膜
まく

マッサージの実技指導を受け、高齢

者自らが技術習得したことにより継続的な健康の維持と増進が期待されます。 
平成 27 年度は、国民健康保険事業では、特定健康診査の受診率向上と健診後の特定保健

指導の実施により、健康の保持・増進と医療費の適正化を推進します。 
後期高齢者医療については、「長寿健診」と「健幸教室」を継続開催し、生活習慣病の早

期発見・早期治療・予防と QOL（生活の質）の向上を図ります。 
自殺対策緊急強化事業では、自殺対策や心の健康づくりに資する啓発事業や相談事業な

どを行うことで、住民が自分自身や周囲の方々の心の健康の重要性を認識するよう取り組

んでいます。自殺や心の健康に関する問題が身近な問題であることに気づき、地域全体で

見守りや気づきの体制を作ります。 
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〈子宝のまちづくり〉 

子どもを産みやすい環境を整備するため、妊婦健康診査支援事業、徳之島町産科医等確

保支援事業、徳之島町不妊治療支援事業、徳之島町ハイリスク妊産婦出産支援事業、未熟

児養育事業を実施しています。 
妊婦健康診査支援事業により、妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を目的に、母

子手帳発行時に「健康診査受診票」を発行し、妊婦健診 14 回分の助成を引き続き実施して

おります。 
徳之島町産科医等確保支援業により、常勤の産科医を確保することにより、島内で安心

して出産ができるよう医療環境の整備を図ってまいります。 
徳之島町不妊治療支援事業により、精神的負担を抱える夫婦の経済的負担の軽減を図り、

子どもを生み育てやすい環境づくりを推進しています。 
徳之島町ハイリスク妊産婦出産支援事業により、精神的負担に加え島外への交通費や滞

在費の経済的負担に対する保護者の負担を軽減します。妊産婦又は新生児が、島外の医療

機関で治療等を受ける必要がある場合に必要な交通費及び宿泊費の一部を助成しています。 
未熟児養育事業により、正常な新生児に比べて生理的に未熟で疾病にかかりやすい未熟

児に対し、養育に必要な医療費の給付を行い、死亡率の低下や心身の障がいを予防します。 
 

〈子育てしやすい環境づくり〉 

平成 26 年度は、消費税の引き上げによる子育て世帯への影響緩和等を目的とした、臨時

的な給付措置である「子育て世帯臨時特例給付金」により、中学生以下の子供を持つ親又

は養育者に対し、児童一人につき 1 万円の給付金を支給しました。 
同様に、低所得者に対する適切な配慮を行うことを目的とする臨時福祉給付金は、市町

村民税が課税されていない者に一人につき１万円の給付金を支給しました。生活保護制度

内で対応される被保護者は対象外となりましたが、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基

礎年金の受給者等、児童扶養手当法による対象者等に５千円を加算しました。 
母間保育所の延長保育については、週に１・２回程度の利用希望が有り、最長で 18 時ま

での預かりを無料で行いましたが、利用料の設定・職員の超過勤務の取扱い等を明確に定

めていないため、事業としての実施には至らなかったものです。 
平成 27 年度も今年度と同様に、消費税の増額に伴う消費の落ち込みを避けることなどを

目的に、子育て世帯臨時特例給付金、臨時福祉給付金が継続実施されます。 
子育て世帯臨時特例給付金は、生活保護世帯も含め児童手当受給者全員が受給できるよ

うになりました。児童手当支給対象者１人につき３千円を支給予定です。 
臨時福祉給付金は、給付対象が今年度とほぼ同じものの、金額が一人６千円へ変更にな

り加算措置は取られない見込みです。前回は両給付金を併給できなかったものの、今回は

併給可能の予定です。 
母間保育所延長保育事業で延長保育を実施します。公立保育所の延長保育の実施により、
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児童福祉の増進、保育・子育て支援体制の充実を図り、延長保育のニーズに応じた勤務体

制の確立及び北部地区の子育て支援の向上が期待されます。 
 

〈食を通じた健康づくり〉 

食習慣は、生活習慣病の発症に影響を及ぼす一方、食を通じた家族、地域とのつながり

など食育への影響も大きく、健康づくり、地域づくりの視点からその改善を推進する活動

の必要性は高くなっています。 
健康増進事業の食生活改善推進員養成により、子供から高齢者までの食育推進の担い手

である食育アドバイザーとして「食生活改善推進員」を養成しました。 
さらに、平成 24 年度から新たに男性会員の加入が決定されたことにより、地域住民に対

し生涯を通じた食育の推進、健康づくりの担い手としての活躍がますます広がって行くこ

とが期待されます。 
食育では、６月の「食育月間」を中心に毎月 19 日の「食育の日」も含め、広報や行事等

を通じた啓発活動を重点的に実施することにより、町民自らが日々の食生活をチェックす

ることで食育に対する理解を深め、食生活を見直すきっかけづくりとします。食育推進連

絡会では、「徳之島町食育推進計画」を基に、関係組織と連携しながら食育推進に取り組み、

住民の意識を高め、食生活の改善や地産地消の観点から地域活性化につなげます。 
 

〈バリアフリー社会を実現するために〉 

平成 27 年度から、新たな徳之島町「障がい者計画」「第４期障がい者福祉計画」がスタ

ートします。「障がい者計画」は障がい者施策に関する基本的な方針を、「障がい者福祉計

画」は障がい者福祉サービスの必要量等を記載したものであります。 
計画策定の過程において、島内の事業所と行政等による「徳之島地区地域自立支援協議

会」と連携・協力のうえ、障がい者本人と家族、事業所の意見を幅広く聴取し、事業の検

討を行いました。新たな計画では「障がいのある人もない人も共に生きる島づくり」を基

本理念とし、引き続き協議会との連携と協力を続け、計画に基づき障がい福祉政策の推進

ならびにきめ細かいサービスに取り組みます。 
関連事業では、「平成 25 年度総合福祉自立支援施設整備事業」導入による完成後、業務

委託で運営が行われている水耕栽培ハウス神田福祉農園については、障がい者施設の方々

による野菜の生産、出荷等が順調に進んでいることから、今後もその生産物の販売拡大に

努め、就業の場と雇用機会の創出に取り組み、生涯を島で過ごせるよう努めます。 
高齢者福祉・地域支え合い体制づくり事業を継続し、地域活動の拠点整備及び高齢者や

障がい者等を支える地域活動の拠点となる施設と組織の整備に必要な初年度経費として、

建物の改修または備品の購入等に対して助成しました。見守り活動チーム等の人材育成、

地域資源を活用したネットワークの整備、先進的・パイロット的事業の立ち上げなどを支

援することにより、日常的な支え合い活動の体制づくりを推進しました。 
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敬老バス乗車委託事業により、75 歳以上の方のバス乗車運賃半額助成を全額助成にしま

した。高齢者の負担軽減やひきこもりの解消、介護予防と健康維持につなげ、介護保険料

や医療費の抑制を図り、路線バス、デマンドバスの乗車率向上によるバス路線の維持と存

続に努めました。 
平成 27 年度は、平成 27 年度から平成 29 年度の３カ年を計画期間とする「第 6 期介護保

険事業計画」の初年度となります。第 5 期で開始した地域包括ケア実現のための方向性を

継承しつつ、在宅医療介護連携等の取り組みを本格化し、中長期的な視野にたった施策の

展開を図ります。 
計画は、「高齢者が元気でいきいきと生活し、住み慣れた地域で支え合い、安心して暮ら

し続けることができる社会の構築」を基本理念に、「元気で生きがいをもって暮らせるまち」

「高齢者が敬愛され、誇りを持って暮らせるまち」など５項目を目標に掲げました。 
地域包括ケアシステムが浸透する事によって、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の

ため、可能な限り住み慣れた地域で生活する事が可能になります。高齢者が自ら健康を保

ち、身近な地域で活動を行うことで介護予防を充実させ、元気な高齢者が地域の担い手と

なることで自助・互助活動の活性化が期待されます。 
 

〈福祉サービスの充実〉 

在宅医療推進事業では、在宅医療にかかわる関係機関に対し、多職種連携によるチーム

ケアの質向上のため研修会を実施するとともに、地域住民への普及啓発、講演会等を開催

しました。高齢者等が、在宅でより質の高い医療やケアを受けることができ、最後まで自

分らしく尊厳ある生活が送れるようチームケアで支援することが目的で、今後も、医療や

介護にかかわる多職種の連携を強化し、質の向上を図るための研修会や検討会を開催して

いきます。 
介護予防・日常生活支援総合事業の実施により、住民主体の地域サロン活動が増加し地

域での交流が増え、介護予防や支えあい活動の充実につながっています。平成 27 年度は、

新たな総合事業に移行し、従来からの取り組みを充実していくとともに、一般介護予防事

業や生活支援の基盤整備を進め、高齢者が元気に安心して暮らすことのできる地域づくり

を進めます。 
平成 27 年度は、新たに認知症施策総合事業に取り組みます。認知症になっても、早期発

見と対応により、進行や悪化を予防し最後まで穏やかに地域の中で暮らし続けることがで

きることを目的とします。早期からの支援体制を構築するため、認知症初期集中支援チー

ムを設置し、認知症専門医の指導の下に専門職が認知症の疑いのある方などを訪問し、本

人や家族の初期支援を包括的・集中的に行っていきます。 
高齢化の進行に伴い、認知症や医療ケアを要する高齢者が増加しており、医療・介護関

係者や地域での支援体制を強化し、認知症や、医療介護が必要になっても、安心して住み

慣れた地域での生活を続けられるよう、地域包括ケアシステムの構築を目指します。 
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４）教育の推進 
〈学校教育環境の整備〉 

平成 26 年度は、亀津中学校校舎建築を継続しました。また、学士村塾・向学塾や学力向

上対策試験等に加えて、新たに教育再生事業として極小規模学校や特定教科の学力向上を

図るための町費雇用教員の配置、学士村塾の月曜日～金曜日の平日開設、向学塾の強化（学

年別、教科別指導と開設場所の増）などを行い学力の強化を図りました。 
学習環境の改善として、安全衛生対策に取り組みました。障がいを持つ子どもたちへ特

別な配慮をもとに手厚くきめ細かな教育を行うために、特別支援教育支援員の増員を行う

とともに年次的に各学校へのシャワー室設置を進めており、平成 26年度は亀徳小、母間小、

井之川中、山中に設置しました。 
ICT 利活用教育については、本年度、母間小学校においてタブレット端末を導入するこ

とにより、授業における指導方法が改善され、生徒の学習意欲が喚起されました。また、

同小学校とかごしま県民交流センターをカメラで結んだパネルディスカッションも行われ

ました。今後も、学校の ICT 利活用教育に取り組んでまいります。 
平成 27 年度は、亀津中学校の武道館及びグラウンド、照明設備の整備を行い、県内でも

有数の学習環境を備えた中学校に生まれ変わります。 
徳之島町教育再生事業の夏休みの向学塾については、県内の大学と協定を結び、大学生

を講師として依頼し、自学自習の塾から授業形式への塾へと転換を推進します。学士村塾

については、毎週土曜日の開講と合わせて今年も平日の開設を行い、学力の定着を図りま

す。町費雇用教員の配置を今年度も実施し、特定科目の学力向上につなげます。小学校及

び中学校の学力向上対策試験も引き続き行い、児童生徒及び保護者の学力に対する意識改

革を進めます。特別支援教育支援員 18 名を配置し、児童生徒ひとりひとりのニーズを理解

し、生活や学習を改善します。 
学習環境の改善及び安全衛生対策として、耐震補強改修工事については、今年度母間小

学校及び亀徳小学校の屋体工事に着手します。これで全ての耐震関係の整備が終了します。

また、山小学校、手々小中学校、尾母小中学校、東天城中学校にシャワー室を整備する予

定です。給食センターの環境改善として、給食センターの新車導入を図り配送車の入れ替

えを行います。 
学校再編問題については、学校再編計画検討委員会を定期的に開催してまいります。 
 

〈生涯学習環境の整備〉 

平成 26 年度は、町総合運動公園管理運営事業として、指定管理委託による総合運動公園

及び亀津公園の運営維持管理。町文化会館 20 周年記念イベント「島民劇」。町生涯学習セ

ンター10 周年記念イベントを開催しました。 
平成 27 年度は、「第 30 回国民文化祭かごしま 2015」（民謡・民舞フェスタ in とくのし

ま～結いの心は稲
いい

心
ね

～）を開催します。国民文化祭の開催で全国の民謡・民舞にふれるこ
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とにより、各集落で取り組んでいる伝統文化及び芸能の活性化を図ります。 
公民館講座の開設、文化芸術による子供の育成事業による子ども芸術鑑賞、徳之島スポ

ーツアイランド推進協会による各スポーツ選手誘致に継続して取り組みます。 
施設整備では、文化会館調光改修事業により、文化会館調光設備を改修します。手動式

を自動にし、操作の負担軽減を図ります。 
生涯学習は、家庭教育、学校教育、社会教育などがあり、家庭教育と社会教育は、学校

外における人生のあらゆる時期と場所において、様々な学習機会を提供するもので、生涯

学習の普及及び発展において極めて重要な役割を担っています。 
先ず、家庭教育の向上を図るための家庭教育支援モデル形成事業では、家庭教育支援員

の配置により相談や学習の機会を提供し、子育てに悩みや迷いのある保護者を支援すると

ともに、地域全体での家庭教育支援体制づくりを推進します。全ての保護者が家庭教育の

重要性を認識し、学力向上や生徒指導の充実及び家庭教育力の向上につなげます。 
また、幼児の保護者に対して学習機会の提供と相談支援を実施し、就学前の家庭教育に

対する意識を高めます。さらに、地域住民に対しても地域ぐるみで支援する必要性の理解

を深め、学校応援団へ積極的に参加する気風づくりに役立て、学校と地域が密着した家庭

教育支援活動ができる関係を構築します。 
次に、芸術文化活動では子ども芸術鑑賞事業として、小学校４年生以上を対象に劇団四

季「こころの劇場」を継続実施し、舞台芸術に直接触れることで創造性と心の豊かさを育

み、中学生には、団体等の音楽劇鑑賞を実施し、芸術を愛する心を育て豊かな情操を養い

ます。 
公民館講座は、年間 40 余りの講座を開設し 700 名以上の町民が受講しています。一年間

の学習成果を披露する「生涯学習フェア」では、作品及び舞台発表も素晴らしい内容で意

欲の高さが伺えます。 
一方、文化財保護については、例年行っている史跡等指定文化財の保護管理を継続的に

実施し、歴史や文化の学習に役立つよう活用します。伝統文化の保存に関しては、各集落

で積極的に取り組んでいるものの、後継者育成や物品の保存維持等に苦慮している現状が

あります。特に、国民文化祭の市町村主催事業「民謡・民舞フェスタ in とくのしま～結い

の心は稲
いい

心
ね

～」に向け、各地区の伝統芸能の掘り起こしと活性化を図る必要があります。 
このようなことから今後も、指定文化財への助成金による活動支援や青年団活動をはじ

め、青少年などの参加を積極的に推進し、埋もれた伝統芸能の掘り起こしと保存継承に努

めます。 
スポーツ活動では、有名陸上選手などが徳之島で自主トレーニングを行い、例年プロ野

球選手や大学の野球、相撲、空手道部が自主キャンプや合宿を町関連施設で実施しており、

選手自らの申し出により野球教室などを開設し、子供たちはそれらに刺激を受け、向上心

が増すなどレベルアップにつながっています。今後の受け入れ拡大を目指すためにも、全

天候型屋内練習場の建設などの施設整備が不可欠であり、今後も施設建設の要望を行って
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まいります。 
社会教育施設等として、公民館、図書館、郷土資料館、総合運動公園などが設置されて

いますが、現在、地域の高齢化とともに講師やリーダーなど指導者の人材不足による学習

の場の減少が懸念されています。対策として、「循環型生涯学習社会の実現」と「知の循環

型社会の構築」を目指す必要があり、生涯学習で学んだことを社会に還元する意識を持た

なければなりません。 
そのため、今後も関連する社会教育施設の拡充整備を図り活用するとともに、平成 16 年

に設置した複合拠点施設しての生涯学習センターの機能を充実させて活用し、各種学習・

教育機関との連携に努めながら、地域住民の高度化・多様化する学習需要に対応していく

ため、指導者等の人材育成を図る所存です。 
 

３．平成 27年度予算（案）について 

〈予算の内容〉 

それでは、平成 27 年度予算（案）の概要をご説明申し上げます。一般会計においては、

予算額 69 億 1,016 万円で前年度比 5 億 2,409 万円の減額、7.0％の減であります。新年度

の主な事業は、亀津中学校武道館建設事業、亀津中学校グラウンド整備事業、社会資本整

備道路事業による橋梁補修工事、再生可能エネルギー等導入基金事業による、太陽光及び

蓄電池設置でありあます。 
地方創生関連事業に関しては、「まち・ひと・しごと創生関連事業費」等を活用しながら、

「地方創生」に積極的に取り組みます。 
歳入では、平成 27 年度も「財政調整基金」等から繰り入れをいたしましたが、町税、使

用料、負担金の確保に向けて滞納処分や給水停止等の実施を継続し、自主財源の確保に努

めてまいります。 
 

〈自主財源確保と公平な税負担〉 

平成 26 年度の個人町民税及び法人町民税は、サトウキビの台風や害虫被害、バレイショ

価格の暴落による農業所得の減少、景気低迷による事業収益減少により、平成 25 年度に比

べ税収減が見込まれています。 
軽自動車税については経済性と利便性の観点から、軽自動車の台数増加による増額見込

ですが、たばこ税は、健康志向の高まりから、禁煙・減煙による減少が予想されます。 
収納対策の強化では、インターネット公売を既に実施しており、徳之島で初となる公売

会を開催するなど収納対策の強化を実践しています。 
平成 27 年度も町税の公平公正な賦課による自主財源の確保に向け、個人町民税、固定資

産税、軽自動車税の賦課及び法人税、たばこ税の申告納税の促進に努めます。 
自主財源の確保と税負担の公平性を保つために、滞納処分を推進し、預貯金や動産、不

動産の差し押さえ等を行い、累積する滞納繰越の圧縮を進めます。税務課と収納対策課が
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連携し、賦課された税額が納期限内に納付されるように努め、健全な財政運営に資すると

ともに住民サービスの向上につなげます。 
 

４．むすびに 

〈まちづくりは人づくり〉 

平成 27 年度は地方創生年度ともいえ、地方自治体の企画立案能力と実行力が問われる年

となりますが、多くの事業を取得することのみが評価の対象になってはなりません。数多

くの事業を獲得しても、真の地域振興につながらなければ、過去に批判された“ばら撒き”

予算とならざるを得ないからです。 
今回の地方創生事業の大きな違いは、PDCA が義務付けられていることです。事業を計

画（Plan）し、実行（Do）。事業の効果を調査（Chek）し、計画通りの成果が上がってい

ない場合は課題点を抽出し改善（Action）し、次の段階に進むようになっています。 
そこで必要となるのは事業の企画立案能力のみならず、情報収集能力と実行力、そして

チャレンジ精神と忍耐力が求められます。そのような人材育成に向けて、広域組織や団体

への人材派遣や出向を継続し、各種研修制度に取り組んでまいります。 
本町名誉町民で、「厳訓無処罰」の教育を実践し多くの師弟を育てられた龍野定一先生が、

教え子たちに贈った色紙に次のような言葉があります。 

 

地方創生は大きなチャンスではありますが、何よりも重要なのは人づくりです。常に水

が流れるように、日々研さんに努め、住民が自立して暮らすにはどのようなサービスが求

められるか判断して実践し、互いに協力しながら、住民目線で行政サービスの向上を図る

よう、職員も今まで以上にスキルアップに努める必要があります。 
そのためにも、住民の皆様におかれましては、自らの暮らしを向上させるために出来る

ことは何かなど、行政に求める役割や支援などを提案して頂きたいと思います。 
互いを尊敬しあえるキムキュラサ（心の清さ）を持ち、心から豊かさを実感できる町づ

くりに、皆様方と我々も一体となって取り組もうではありませんか。住民が豊かさを実感

できる町の実現に向けて、議会の皆様、町民の皆様方のご指導ご支援を賜りますよう心よ

りお願い申し上げ、平成 27 年度の施政方針と致します。 
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